
奈
良
県
労
働
会
館
使
用
規
則
及
び
奈
良
県
産
業
会
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
五
十
二
号

奈
良
県
労
働
会
館
使
用
規
則
及
び
奈
良
県
産
業
会
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
奈
良
県
労
働
会
館
使
用
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

奈
良
県
労
働
会
館
使
用
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
十
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
会
館
」
を
「
奈
良
労
働
会
館
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前

二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

中
和
労
働
会
館
の
休
館
日
は
、
一
月
一
日
か
ら
同
月
四
日
ま
で
及
び
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
同

月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
労
働
会
館
使
用
申
込
書
」
を
「
奈
良
県
労
働
会
館
使
用
申
込
書
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
労
働
会
館
使
用
承
認
書
」
を
「
奈
良
県
労
働
会
館
使
用
承
認
書
」
に
改
め
る
。

第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
使
用
料
の
後
納
）

第
五
条

条
例
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
使

用
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
館
長
が
後
納
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
と
す

る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第１号様式（第４条関係） 

 

奈良県労働会館使用申込書 

 

年  月  日 

奈良 

 奈良県  労働会館長 殿 

    中和 

 

申込者 住 所（〒  ―  ）      

 

氏 名             

電 話             

  団体の場合には、その所在地

及び名称並びに代表者の氏名 

    奈良 

 奈良県  労働会館を使用したいので、次のとおり申し込みます。 

    中和 

催し、会議等の名称   

使 用 内 容   

使用日及び使用区分 

年  月  日（  曜日）     時～      時 

・  ・  ・（  曜日）     時～      時 

～
 （  日間） 

・  ・  ・（  曜日）     時～      時 

使 用 施 設 
大会議室（Ａ・Ｂ）  会議室（Ａ・Ｂ・Ｃ） 

小会議室（１・２・３） 

使 用 設 備 要  否 

予 定 入 場 者 数 人 

使 用 責 任 者 
住所（〒  ―   ） 

氏名                  電話 

支 払 方 法 
 

※ 使 用 料   

備 考  

注１ 該当事項には、○印を付けてください。 

  ２ ※印欄には、記入しないでください。 

 



  

第２号様式（第４条関係） 

 

奈良県労働会館使用承認書 

第  号 

年  月  日 

            殿 

                                奈良 

奈良県   労働会館長 印 

                                中和  

                             奈良 

     年  月  日付けで、申込みのありました奈良県  労働会館の使用について

は、次のとおり承認します。                中和 

催し、会議等の名称   

使 用 内 容   

使用日及び使用区分 

年  月  日（  曜日）     時～      時 

・  ・  ・（  曜日）     時～      時 

～

（  日間） 

・  ・  ・（  曜日）     時～      時 

使 用 施 設 
大会議室（Ａ・Ｂ）  会議室（Ａ・Ｂ・Ｃ） 

小会議室（１・２・３） 

使 用 設 備 要  否 

予 定 入 場 者 数   人 

使 用 責 任 者 

住所              電話 

 

氏名 

施 設 使 用 料                 円 

承 認 条 件   

 

 



（
奈
良
県
産
業
会
館
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

奈
良
県
産
業
会
館
管
理
規
則
（
平
成
二
十
二
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
大
ホ
ー
ル
、
」
の
下
に
「
大
ホ
ー
ル
控
室
、
」
を
、
「
い
う
。
）
」

の
下
に
「
、
設
備
等
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
大
ホ
ー
ル
等
以
外
の
施
設
」
を
「
特
別
会
議
室

」
に
、
「
前
三
月
」
を
「
前
六
月
」
に
改
め
る
。

「会
議

室
（１

・
２

）

中
会

議
室

大
会

議
室

特
別

会
議

室

第
一
号
様
式
中

を
「

（使
用

日
ご

と
の

使
用

施
設

は
別

紙
の

と
お

り

）

」

、

大
会

議
室

特
別

会
議

室

」
に
、
「否
（使

用
日

ご
と

の
使

用
設

備
等

は
別

紙
の

と
お

り

）
」

、

を
「否

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
２
を
削
り
、
同
様
式
の
注
３
を
同
様
式
の
注
２
と
す
る
。

「会
議

室

（１
・

２

）

中
会

議
室

大
会

議
室

特
別

会
議

室

第
五
号
様
式
中

を
「

（使
用

日
ご

と
の

使
用

施
設

は
別

紙
の

と
お

り

）

」

、

大
会

議
室

特
別

会
議

室

」
に
、
「否

（使
用

日
ご

と
の

使
用

設
備

等
は

別
紙

の
と

お
り

）
」

、

を
「否

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
奈
良
県
労
働
会
館
条
例
及
び
奈
良
県
産
業
会
館
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
奈
良
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

奈
良
県
産
業
会
館
条
例
（
平
成
二
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
九
号
。
以
下
「
旧
産
業
会
館
条

例
」
と
い
う
。
）
別
表
の
一
の
１
の
表
に
規
定
す
る
大
ホ
ー
ル
、
大
ホ
ー
ル
控
室
、
展
示
ホ
ー
ル
及

び
屋
外
展
示
場
並
び
に
旧
産
業
会
館
条
例
別
表
の
一
の
２
の
表
に
規
定
す
る
大
会
議
室
及
び
特
別
会

議
室
の
使
用
の
申
込
み
を
し
、
又
は
使
用
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
に
係
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
奈
良
県
産
業
会
館
管
理
規
則
（
以
下
「
旧
産
業
会
館
管
理
規
則
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提

出
さ
れ
て
い
る
第
一
号
様
式
に
よ
る
奈
良
県
産
業
会
館
使
用
申
込
書
及
び
旧
産
業
会
館
管
理
規
則
に

よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
第
五
号
様
式
に
よ
る
奈
良
県
産
業
会
館
使
用
承
認
書
で
あ
っ
て
こ
の
規
則
の

施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
産
業

会
館
管
理
規
則
に
よ
り
提
出
し
、
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
産
業
会
館
条
例
別
表
の
一
の
２
の
表
に
規
定
す
る
会
議
室
１
及
び



２
並
び
に
中
会
議
室
の
使
用
の
申
込
み
を
し
、
又
は
使
用
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
に
係
る
旧
産
業

会
館
管
理
規
則
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
第
一
号
様
式
に
よ
る
奈
良
県
産
業
会
館
使
用
申
込
書
及
び

旧
産
業
会
館
管
理
規
則
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
第
五
号
様
式
に
よ
る
奈
良
県
産
業
会
館
使
用
承
認

書
で
あ
っ
て
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
奈
良
県
労
働
会
館
使
用
規
則
（
以
下
「
新
労
働
会
館
使
用
規
則
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

提
出
さ
れ
て
い
る
第
一
号
様
式
に
よ
る
奈
良
県
労
働
会
館
使
用
申
込
書
及
び
新
労
働
会
館
使
用
規
則

に
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
第
二
号
様
式
に
よ
る
奈
良
県
労
働
会
館
使
用
承
認
書
と
み
な
す
。
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